
ＡＴＭ定期預金 
平成２３年６月１日現在 

１．商 品 名 ・ＡＴＭ定期預金 

２．販売対象 

 

・当金庫の定期預金通帳をご利用されている個人・法人・各種団体の方 

 ※金融機関、非課税法人及び公金（国・都道府県・市町村等）の方はご利用いただけません。 

３．期  間 ・定型方式 … １年、２年、３年、４年、５年（元利金自動継続扱又は元金自動継続扱） 

・満期日の指定など上記以外の期間のお取り扱いはできません。 

・預入時に元利金自動継続又は元金自動継続をご選択いただけます。ただし、元金自動継続のご利用には、事前にお振替先口座の届

け出が必要となりますので、届け出されていない場合は、窓口にお申し出ください。 

４．預  入 

(1)預入方法 

 
 
(2)預入金額 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
(3)預入単位 

 

・当金庫本支店のＡＴＭによる定期預金通帳への預入 

・定期預金通帳の作成（口座の開設）は、窓口でのお取り扱いとなります。 
  

預入方法 スーパー定期 スーパー定期３００ 

・現金 
・１万円以上 100 万円以下（ＡＴＭの１回の預入可能金額まで）

※ご利用のＡＴＭにより預入可能金額が異なることがあります。 
・お預け入れはできません。 

・キャッシュカード 

（発行口座から振替） 
・１万円以上 300 万円未満 ・300 万円以上 1.000 万円未満 

【預入金額についてのご留意事項】 

・預入期間２年でのお預け入れの場合、利息の計算上、一定額（※）未満でのお預け入れはお取り扱いできません。詳しくは、当金

庫窓口にお問い合わせください。※…中間利払利率（約定利率×70％、詳しくは、下記６．（２）参照）により異なります。 

（例）約定利率が 0.130％の場合、中間利払利率は 0.091％となり、預入金額が 136,264 円未満ではお取り扱いできない

こととなります。 

・1 円単位 

５．払戻方法 ・満期日以後に一括してお支払いします。・ＡＴＭでの解約の場合、解約金はご指定の預金口座へのご入金とし、現金でのお支払いはいたし

ません。・満期日前にＡＴＭにより事前に解約の予約をすることができます。・満期日当日にＡＴＭにより解約することができます。

・定期預金通帳口座開設店の窓口で解約することができます。 

６．利  息 

(1)適用金利 

 

 

 

 

 

 

 

(2)利払方法(頻度) 

 

 

 

(3)計算方法 

 

・固定金利 

・預入時の店頭表示の利率に年０.05％（税引後年 0.04％）を上乗せした利率を約定利率として満期日まで適用します。（預入金額

に応じた適用金利は、下表のとおりです。） 

預入金額 基準金利 上乗金利 

1 万円以上 300 万円未満 預入期間に応じたｽｰﾊﾟｰ定期 300 店頭表示の利率 

300 万円以上 1,000 万円未満 預入期間に応じたｽｰﾊﾟｰ定期 300 店頭表示の利率 
年０.０5％（ 税 引 後 年 0.04％ ）

・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率に年０.05％（税引後年 0.04％）を上乗せした利率を適用します。 

・預入期間２年未満のものは満期日以後に一括してお支払いします。 

・預入期間２年以上のものは中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年毎の応当日）以後及

び満期日以後に分割して支払います。なお、中間利払日に支払う利息は預入日又は前回の中間利払日からその中間利払日の前日

までの日数及び中間利払利率（約定利率×７０％、小数点第４位以下切捨）により計算します。 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算とします。 

・個人の方は、預入期間が 3 年・4 年・５年の場合、付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算で、６か月毎の複利計算

とします。 

７．税  金 ・個人の方のお利息は源泉分離課税となり、２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。ただし、マル優をご利用され

た場合を除きます。・法人の方のお利息は法人課税となり、２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。 

８．手数料   － 

９．付加できる特約事

項 

・個人の方で、遺族基礎年金を受給されている方や身体障害者手帳をお持ちの方などは、マル優のご利用が可能です。なお、ご利用

には事前に窓口でのお手続きが必要となります。 

1 0．中途解約時の取扱

い 

・ＡＴＭで中途解約（満期日前の解約）はできませんので、窓口にお申し出ください。 

・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率（小数点第４位以下切捨）及び預入日から解約日の前日まで

の日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。 

預入期間 
［定型方式］1 年､2

年 
［定型方式］３年 ［定型方式］４年 ［定型方式］５年 

６か月未満 解約日の普通預金利率 

６か月以上 1 年未満 約定利率×５０％ 約定利率×４０％ 約定利率×３０％ 

1 年以上 1 年 6 か月未満 約定利率×５０％ 約定利率×４０％ 

1 年 6 か月以上 2 年未満 
約定利率×７０％

約定利率×６０％ 約定利率×５０％ 

2 年以上 2 年 6 か月未満 － 約定利率×７０％ 約定利率×６０％ 

2 年６か月以上 3 年未満 － 約定利率×９０％ 約定利率×８０％ 約定利率×７０％ 

3 年以上４年未満 － － 約定利率×９０％ 約定利率×８０％ 

４年以上５年未満 － － － 約定利率×９０％  
1 1．金利情報の入手方法 ・金利は店頭備え付けの金利表示ボード又は窓口へご照会ください。 

12．苦情処理措置・ 

  紛争解決措置 

 

 

 

 

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又はお客様相談センター（9 時～17 時、電話：

0120-972-141（通話料無料））へお申し出ください。 

・紛争解決措置 東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第ニ東

京弁護士会（電話：03-3581-2249）及び札幌弁護士会（電話：011-251-7730）の仲裁セン

ター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当金庫営業日に、上記お客様相談センター、全国し

んきん相談所（電話：03-3517-5825）又は北海道地区しんきん相談所（電話：011-221-3273）

へお申し出ください。 

13．その他参考となる

事項 

・ＡＴＭコーナーによりお取り扱いできる曜日及び時間が異なります。・当金庫専用の定期預金通帳のみのお取り扱いとなります。・

総合口座の担保とするお取り扱いはできません。・定期預金通帳の繰越及び解約は、窓口でのお取り扱いとなります。・満期日以後

の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。・預金保険制度の付保対象預金です。 

◎詳しくは、当金庫窓口にお問い合わせください。 

 


